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令和５年田村市教育委員会第６回定例会議事録 

 

１ 招集日時   令和５年６月６日（火） 午後２時３０分 

  

２ 招集場所   田村市役所 ４階 特別会議室 

 

３ 出席者        教育長       飯 村 新 市 

教育長職務代理者  佐 藤 由香理 

委員        渡 邊 世 子 

委員        栁 沼 かおり 

委員        船 田 隆 典 

 

４ 欠席者    なし 

                             

５ 説明のため出席を求められた者 

職氏名    教育部長                佐 藤 健 志 

       教育総務課長              橋 本 弘 明 

参事兼学校教育課長           小 松 信 哉 

生涯学習課長              箭 内 瑞 喜 

教育総務課課長補佐兼教育総務係長    宗 像   隆 

教育総務課教育施設係長         根 本 一 広 

学校教育課管理主事兼課長補佐兼指導管理係長   高 田 秀 人 

学校教育課教育振興係長         紺 野 健太郎 

生涯学習課課長補佐兼スポーツ振興係長  遠 藤 和 夫 

生涯学習課生涯学習係長         本 田 啓 介 

 

６ 会議の書記  教育総務課 主査            坪 井 真里子 

 

７ 開閉会    開会 午後２時３１分   閉会 午後２時５４分 

 

８ 会議に付した案件は次のとおりである 

議案第３９号 田村市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

議案第４０号 田村市指定文化財（有形文化財）の指定に係る諮問について 

   

その他の案件 

 

 

９ 会議の経過は次のとおりである。 
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発 言 者 内                容 

 

 

教 育 長 

 

 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

 

書   記 

 

教 育 長 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

教 育 部 長 

 

学校教育課長 

 

教 育 長 

 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

【開会 午後２時３１分】 

 

令和５年田村市教育委員会第６回定例会の開会を宣言。 

会期は、本日１日間とし、別紙議事日程によって進めたいが、異議は

あるか。 

 

（異議なし） 

 

異議なしと認める。会期は本日１日間とし、別紙議事日程によって進

めることに決定した。 

 会議録署名委員の指名。教育長指名で佐藤由香理委員と船田隆典委員

を指名。書記に教育総務課 坪井主査を指名する。 

 

 令和５年第５回定例会会議録の概要を朗読。 

  

ただいま朗読があった会議録について、承認することに異議はあるか。 

 

（異議なし）  

 

異議なしと認め、令和５年第５回定例会会議録は、承認することに決

定する。 

 

日程第３、議案上程に移り、議案審議に入る。 

 

議案第３９号 田村市学校給食センター運営委員会委員の委嘱につい

て、説明を求める。 

 

 議案第３９号について議案書朗読 

 

 議案第３９号について補足説明 

 

ただいま説明の、議案第３９号 田村市学校給食センター運営委員会

委員の委嘱について、質問・意見はあるか。 

  

（なし） 

 

 それでは、議案第３９号 田村市学校給食センター運営委員会委員の

委嘱について、原案のとおり決定することに異議はあるか。 

 



3 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 部 長 

 

生涯学習課長 

 

教 育 長 

 

 

船 田 委 員 

 

 

生涯学習課長 

 

船 田 委 員 

 

生涯学習課長 

 

 

船 田 委 員 

 

 

生涯学習課長 

 

 

佐 藤 委 員 

 

生涯学習課長 

 

船 田 委 員 

 

生涯学習課長 

 

教 育 長 

（異議なし） 

 

異議なしと認める。議案第３９号 田村市学校給食センター運営委員

会委員の委嘱について、原案のとおり決定する。 

 

次に、議案第４０号 田村市指定文化財（有形文化財）の指定に係る

諮問について、説明を求める。 

 

 議案第４０号について議案書朗読 

 

 議案第４０号について補足説明 

 

ただいま説明の、議案第４０号 田村市指定文化財（有形文化財）の

指定に係る諮問について、質問・意見はあるか。 

 

 指定を受けた文化財に対して、保存等にかかる経費の助成金はないの

か。 

 

 保存団体に対し、補助金として交付している。 

 

 指定文化財に修理が必要となった場合の対応はどうなっているか。 

 

 修理代についても補助金制度があり、１/２の補助金で上限５０万円と

なっている。 

 

 大変貴重な資料であるから指定されることを望む。ただ、なぜ今頃の

指定申請となったのか。 

 

 １１月に堂山王子神社の展示会を予定しており、その準備にあたって

いたところ発見したという経緯である。 

 

 寺号額については、額の裏に由緒や沿革の記載があったのか。 

 

 そのとおり。 

 

 大鏑矢神社の鉄鉢は県指定の文化財であったか。 

 

国認定の重要美術品である。 

 

そのほか、質問・意見はあるか。 
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委 員 

 

教 育 長 

 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

船 田 委 員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

船 田 委 員 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

教育総務課長 

 

生涯学習課長 

 

教 育 長 

 

 

（なし） 

 

 それでは、議案第４０号 田村市指定文化財（有形文化財）の指定に

係る諮問について、原案のとおり決定することに異議はあるか。 

 

（異議なし） 

 

異議なしと認める。議案第４０号 田村市指定文化財（有形文化財）

の指定に係る諮問について、原案のとおり決定する。 

 

日程第４ その他の案件について、委員の皆様からあればお願いす

る。 

 

 コロナウイルス感染症が第５類に引き下げられたが、現在の学校の状

況はいかがか。 

 

 マスクの着用状況については、現在も約８割の児童生徒がマスクをし

て過ごしている。教職員においても約９割は着用している状況である。 

 また、４月１日から６月６日までの感染状況については、延べ人数で

インフルエンザ１１７名、コロナ６４名となっている。 

 

 今後は複合的な感染症が増えてくるのでは。という情報がある。手洗

い・うがい・マスクの着用などの基本的な対策が欠かせない。 

 

 福島県では報告はないが、麻疹の感染が出ているようなので特に中学

生は気を付けないといけない。 

 

 そのほか、あるか。 

 

 （なし） 

 

それでは、事務局からお願いする。 

 

 １ 各事業報告について（１件） 

２ 令和５年７月までの行事予定について（３件） 

３ 事業実施状況及び予定について 

 

 ただ今の説明に対し、質問はあるか。 
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委 員 

 

渡 邊 委 員 

 

教 育 長 

（なし） 

 

退任の挨拶 

 

令和５年田村市教育委員会第６回定例会の閉会を宣言。 

 

【閉会 午後２時５４分】 

 

 

前記、会議の経過を記載して相違ないことを証するため、ここに署名

する。 

 

 

令和５年６月６日 

 

 

教育長   

 

 

委 員   

  

 

委 員   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


